
船舶事故調査報告書 

令和４年１１月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年５月２日 ０９時２０分ごろ 

発生場所 宮崎県日南市外
との

浦
うら

港東方沖 

外浦港防波堤灯台から真方位１００°１.３海里付近 

（概位 北緯３１°３０.６′ 東経１３１°２４.２′） 

事故の概要 漁船第一松
まつ

福
ふく

丸は、南南東進中、また、プレジャーボートMegumi
め ぐ み

は、錨泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年５月１３日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第一松福丸、１２トン 

ＭＺ２－２００６１（漁船登録番号）、個人所有 

第２９４－２１９２３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート Megumi、３.１トン 

２９５－４８１２３宮崎、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に損傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、日南市油津港南方沖の漁場に向

かう目的で、約７ノットの対地速力で自動操舵により南南東進してい

た。 

船長Ａは、油津港を出港してからしばらく他船を見掛けなかったの

で、この先も朝食を摂る少しの間であれば他船に出会わないと思い、

操舵室から離れて別の部屋で朝食を摂り始めた。 

船長Ａは、部屋で朝食を摂っていたところ、突然衝撃を感じたの

で、急いで操舵室に戻り、左舷側至近にＢ船を認めてＡ船とＢ船とが

衝突したことに気付いた。 

船長Ａは、Ａ船をＢ船に接近させた後、船長Ｂに負傷の状況及びＢ

船の損傷状況を確認し、携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報

し、自力で航行して帰港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者（家族）１人を乗せ、船

首を北方に向けて主機を停止し、船首部からアンカーを投入し、釣り

を行いながら錨泊していた。 



船長Ｂは、同乗者と共に、船尾甲板で船尾方（南方）を向いて釣り

を行っていたところ、突然衝撃を感じて振り返り、本船の左舷側にＡ

船を認めて衝突したことに気付いた。 

船長Ｂは、船長Ａに船長Ｂ及び同乗者共に負傷者がいないことを伝

え、Ｂ船の損傷状況等を説明した後、自力で航行して油津港に帰港し

た。 

船長Ｂは、航行中の船舶が錨泊中の船舶を避けるのは当然のことな

ので、周りを見なくても、航行して接近する船舶が錨泊中のＢ船を避

けてくれると思い、釣りに意識を集中していた。 

分析 

 

Ａ船は、自動操舵により南南東進中、船長Ａが、しばらく他船を見

掛けず、朝食を摂る少しの間であれば他船に出会わないと思い、操舵

室を離れて同じ針路及び速力で航行を続けたことから、前路で錨泊中

のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、錨泊中、船長Ｂが、航行中の船舶が錨泊中のＢ船を避けて

くれると思い、釣りに意識を集中して錨泊を続けたことから、Ｂ船に

接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が南南東進中、Ｂ船が錨泊中、船長Ａが、朝食を摂

る少しの間であれば他船に出会わないと思い、操舵室を離れて同じ針

路及び速力で航行を続け、また、船長Ｂが、航行中の船舶が錨泊中の

Ｂ船を避けてくれると思い、釣りに意識を集中して錨泊を続けたた

め、互いに接近していることに気付かず、両船が衝突したものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、他船を見掛けない場合においても、操舵室を離

れることなく、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

・船長は、錨泊中においても、常時、周囲の適切な見張りを行い、

他船が接近する場合には、航行中の他船が避けてくれると思わ

ず、余裕のある時機に有効な音響による信号を行い、必要に応じ

て移動するなど、衝突を避けるための措置を採ること。 

 


